
介護サービス事業所指定における電子申請・
届出システムの運用開始について（予定）

島根県健康福祉部高齢者福祉課
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＜概要＞

「電子申請・届出システム」は、厚生労働省が運用する「介護サービス情報公表システム」の機能
拡張を行い、介護サービス事業所の指定・更新申請、変更届、加算届等の提出方法について、郵送
等から本システムを介した電子申請が可能となります。
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＜運用開始時期＞

指定権者が「島根県」の介護サービス事業所については、令和6年度中の運用開始（予定）に向けて
準備を進めています。（開始時期は指定権者により異なります）

♯オンライン上の申請届出により、郵送や持参等の手間が削減されます
♯複数の申請届出を本システム上で行うことができます
♯ 1つの電子ファイルを複数の申請届出で活用でき、書類の作成負担が大きく軽減されます

＜本システム活用によるメリット＞



介護サービス事業所 市町村（指定権者） 島根県（指定権者）
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申請届出様式 記入・提出 受領・審査

申請書類印刷

事業者情報管理システム

受領申請書類
進達 運用委託契約に

より入力依頼

受領・審査

申請書類印刷
運用委託契約に
より入力依頼

＜申請の流れ＞【現行】



介護サービス事業所 市町村（指定権者） 島根県（指定権者）
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＜申請の流れ＞【運用後イメージ】

申請届出受付開始

運用委託契約に
より入力依頼

申請届出入力・登録

・帳票出力
・受付結果登録
・介護サービス事
業所への受付結果
通知

ログイン

受付結果通知受領

事業者情報管理システム

終了

申請届出受付開始

・帳票出力
・受付結果登録
・介護サービス事
業所への受付結果
通知

メール通知
メール通知

差戻しの場合 受付完了の場合

電子申請・届出システム電子申請・届出システム

申請書類印刷 受領申請書類
進達

運用委託契約に
より入力依頼
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【参考資料】厚生労働省HP
「介護事業所の指定申請等のウェブ入力 ・電子申請の導入、文書の標準化」
１．電子申請・届出システムの概要（２）別添資料 別添２_1 本システムの画面イメージ（事業者側）
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html

＜システム利用時のイメージ＞

ログイン

申請メニュー選択

申請先選択

様式入力・付表入力

添付書類アップロード

確認・申請

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
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【島根県HP（様式掲載場所）】
○施設介護サービス系事業者の指定等に係る様式
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/si/kaigoshitei.html
トップ > 医療・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険【事業者向け】 > 施設サービス > 施設介護サービス事業者等の指定

○居宅サービス_手引き・様式集
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/zai/
トップ > 医療・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険【事業者向け】 > 在宅サービス

＜指定申請等様式の標準化＞
本システムは厚生労働省が定めた標準様式に基づいた入力画面となっているため、島根県では最新
の標準様式を島根県ホームページに掲載しております。
現時点におきましても、最新の標準様式にて申請いただきますようお願いいたします。
（本システム運用開始後も、慌てることなくスムーズに入力可能です）

＜今後に向けて＞

引き続き運用開始に向けた準備を進めていきます。
準備が整い次第、ホームページ掲載、FAX等で情報を周知させていただきます。

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/si/kaigoshitei.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/zai/

